
 

特定投資家としての取扱いの期限日に関するお知らせ 

 

          

 SFG不動産投資顧問株式会社 

特定投資家制度について 

お客さまと当社の間の金融商品取引契約（投資助言契約）において、お客さまは金融商品取

引法の規定に基づき下表のとおり「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客（一般投資家）」

とに区分されます。 

 

お客さまが「特定投資家」である場合には、金融商品取引業者に義務付けられた「契約締結

前の情報提供等義務」などの行為規制が適用除外となります。 

また、お客さまからのお申出により、「特定投資家」と「一般投資家」との間に移行が認めら

れています。（下表（2）及び（3）のお客さまが該当します） 

 

移行の有効期限 

特定投資家から一般投資家に移行した場合 

期限の定めはなく、いつでもお申し出により再び特定投資家に復帰することができます。 

一般投資家から特定投資家に移行した場合 

当社では、移行後最初に到来する 8 月 31 日（休日である場合を含みます）を「期限日」とさ

せていただきます。ただし、移行後いつでもお申し出により一般投資家に復帰することがで

きます。 

なお、期限日の翌日以降は元の投資家区分（一般投資家）に戻りますので、継続をご希望の

場合には再度、移行のお手続きが必要となります。 

また、特定投資家としてのお取扱いを継続する場合のお申し出は期限日の１ヶ月前以後でな

ければお受付できません。 

投資家区分 

金融商品取引法では、以下の 4 つの投資家区分が定められています。なお、一般投資家から

特定投資家への移行につきましては、当社の審査の結果、お断りする場合もございますので、

あらかじめご了承ください。 

(1) 特定投資家 

（一般投資家への移行不可） 
国、日本銀行、適格機関投資家 

(2) 特定投資家 

（一般投資家への移行可） 

資本金の額が 5 億円以上であると見込まれる株式会社、

上場会社 等 

(3) 一般投資家 

（特定投資家への移行可） 
(1)(2)以外の法人、一定の要件に該当する個人 

(4) 一般投資家 

（特定投資家への移行不可） 
(3)以外の個人 

※特定投資家制度の概要につきましては金融庁ホームページをご参照ください。 

（https://www.fsa.go.jp/common/law/tokutei/index.html）   

https://www.fsa.go.jp/common/law/tokutei/index.html

